
R6.4.1現在

申請いただける可能性が高いです
※移住支援助成金申請には、別途担当者が個別に詳しいヒアリングを行います。

※こちらのフローチャートは申請の目安にご利用いただくものであり、

必ずしも申請が通ることを保証するものではありません。ご了承ください。

④-3「地域課題解決型創業支援補助金」を

利用して起業した（またはその予定）

④-2栃木県企業情報掲載サイト「WORKWORKとちぎ」を通じて

週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職し、

現在まで在籍している（またはその予定）

①転入後１年以内である

②住民票を移す【直近10年間のうち通算5年以上】

「東京23区在住」または

「東京圏在住かつ東京23区内へ通勤」していた

③住民票を移す【直前の連続して1年以上】

「東京23区在住」または

「東京圏在住かつ東京23区内へ通勤」していた

④-1本市を生活の拠点として、テレワークで移住元（転入前）の仕事を

引き続き行っている（またはその予定）

※ただし通勤日数の１/５を超えて通勤・出張をしないこと（例）月２０日勤務の場合、通勤・出張は平均４日/月まで

※所属先企業等から通勤手当として定期券相当分の交通費の支給を受けていないこと

⑤5年以上定住の意思あり⑥市税の世帯滞納なし

いずれも該当しますか？
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移住支援助成金 該当要件確認フローチャート

◆世帯100万円・単身60万円を助成します
◆ 令和5年4月1日以降に転入かつ 18歳未満のお子さんひとりにつき100万円加算します
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※東京圏＝東京都（２３区以外）、

埼玉県、千葉県、神奈川県

（ただし条件不利地域を除く）


